
掛川市富士見台霊園条例施行規則の一部を改正する規則 

掛川市富士見台霊園条例施行規則（平成17年掛川市規則第55号）の一部を次のように改正する。 

次に掲げる規定中「５年間」を「３年間」に改める。 

(1) 様式第１号（注）１(4)及び(6) 

(2) 様式第２号（裏面）（注）２(4)及び(6) 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


